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 前号でお知らせした、

日本経済新聞夕刊の記事

の内容が、「2019年12

月 20 日閣議決定」とし

て財務省 HP で確認され

ました。 

 

 推進ニュース 37 号にて日

本経済新聞の記事を掲載しお

知らせした「2020年就学支

援金制度拡充年収 590 万円

未満世帯一律396,000円」。 

 このニュースを元に香川県

のすすめる会が県当局へ問

い合わせをしました。県の

担当者から「こちらも財務省

の HP で確認しました」との

回答を得ました。 

 右はその財務省 HP に発表

された「令和2年度文教・科

学技術予算のポイント(概要)」

に掲載されている「私立高等

学校授業料の実質無償化（口

頭学校等就学支援金交付金）」

についての解説部分です。 

 

 40万円を下回っている問題

は抱えながらも、月 33,000

円の授業料補助が国から交付

される事になったのは大きな

成果です。 

 自治体単独負担の浮く分を、

独自制度拡充へ充てるよう、要

請を強めていきましょう。 
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